
 

議案１４－１ 

第 １ ４ 号 議 案  

 

久 留 米 市 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 委 員 の 任 命 に つ い て  

 

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

令 和  ４ 年  ４ 月 ２ ０ 日  

教 育 長  井  上  謙  介  

 

提 案 理 由  

 久 留 米 市 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 委 員 の 人 事 異 動 に 伴 い 、後 任 委 員 を 任

命 し よ う と す る も の で あ る 。  



議案１４－２ 

久留米市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

 

久留米市スポーツ推進審議会条例第４条により、下記の者を久留米市スポーツ推進審

議会委員に任命する。 

 

 

記 

 

区  分 氏  名 所  属 任  期 

 関 係 団 体 等 野田 秀樹 
公益財団法人久留米市スポー

ツ協会常務理事兼事務局長 

令和４年５月１日～ 

令和５年 12 月 31 日 

 



氏　名 所　属 氏　名 所　属

右田
ミギタ

　孝志
タカシ 久留米大学人間健康学部

スポーツ医科学科教授 右田
ミギタ

　孝志
タカシ 久留米大学人間健康学部

スポーツ医科学科教授

堀
ホリ

　秀行
ヒデユキ

保健医療経営大学学長 堀
ホリ

　秀行
ヒデユキ

保健医療経営大学学長

早田　耕一郎
ソウダ コウイチロウ

久留米市議会議員 早田　耕一郎
ソウダ コウイチロウ

久留米市議会議員

森﨑　巨樹
モリサキ　マサキ

久留米市議会議員 森﨑　巨樹
モリサキ　マサキ

久留米市議会議員

松延　洋一
マツノブ　　ヨウイチ

久留米市議会議員 松延　洋一
マツノブ　　ヨウイチ

久留米市議会議員

本村
モトムラ

　政夫
マ サ オ 久留米市中学校体育連盟副

会長 本村
モトムラ

　政夫
マ サ オ 久留米市中学校体育連盟副

会長

岩城
イ ワ キ

　紀美子
キ ミ コ

篠山小学校教諭 岩城
イ ワ キ

　紀美子
キ ミ コ

篠山小学校教諭

中村
ナカムラ

　敏
トシ

治
ハル

久留米市野球連盟理事長 中村
ナカムラ

　敏
トシ

治
ハル

久留米市野球連盟理事長

塚本
ツカモト

　深雪
ミ ユ キ

久留米市剣道連盟事務局 塚本
ツカモト

　深雪
ミ ユ キ

久留米市剣道連盟事務局

田中
タ ナ カ

　太
タ

嘉子
カ コ

久留米市カヌー協会理事 田中
タ ナ カ

　太
タ

嘉子
カ コ

久留米市カヌー協会理事

中村
ナカムラ

　智美
ト モ ミ 総合型地域スポーツクラブ

クラブマネジャー 中村
ナカムラ

　智美
ト モ ミ 総合型地域スポーツクラブ

クラブマネジャー

吉田　忠隆
ヨシダ　　　タダタカ （公財）久留米市スポーツ

協会常務理事兼事務局長 野田
ノ ダ

　秀樹
ヒ デ キ （公財）久留米市スポーツ

協会常務理事兼事務局長
※

井手
イ デ

　浩
ヒロシ

障害者スポーツ指導員 井手
イ デ

　浩
ヒロシ

障害者スポーツ指導員

高松
タカマツ

　信子
ノ ブ コ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会副会長 高松
タカマツ

　信子
ノ ブ コ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会副会長

古賀
コ ガ

　喜美子
キ ミ コ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会理事 古賀
コ ガ

　喜美子
キ ミ コ 久留米市スポーツ推進委員

連絡協議会理事

松藤
マツフジ

　倫子
ノ リ コ

健康運動指導士 松藤
マツフジ

　倫子
ノ リ コ

健康運動指導士

竹村
タケムラ

　政
マサ

高
タカ

久留米市市民文化部長 竹村
タケムラ

　政
マサ

高
タカ

久留米市市民文化部長

※は新委員

任期：令和4年1月1日～令和5年12月31日

市議会

学校体育

久留米市スポーツ推進審議会委員　新旧対照表

関係団体等

その他市長
が特に必要
と認めた者

区　　分
旧（R4.4月まで） 新（R4.5月～）

学識経験者

議案１４－資料１



  

議案１４－資料２ 

 

○ スポーツ基本法（平成２３年６月２４日法律第７８号）（抜粋） 

 

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第３１条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に

関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他

の合議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くことができる。 

 

 

 

○ 久留米市スポーツ推進審議会条例（平成２３年１２月１４日久留米市条例第３５

号）（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号。以下「法」という。）第３１条の

規定に基づき、本市に久留米市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会

の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。 

（１）法第１０条第１項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１８人以内で組織する。 

（委員の任命） 

第４条 委員は、スポーツに関して優れた見識を有する者のうちから、教育委員会が

任命する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 



議案１５－１ 

 

第 １ ５ 号 議 案  

 

   久 留 米 市 学 校 運 営 協 議 会 規 則  

  

 上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

  令 和  ４ 年  ４ 月 ２ ０ 日  

教 育 長  井  上  謙  介  

 

提 案 理 由  

 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６

２ 号 ）第 ４ ７ 条 の ５ に 規 定 す る 学 校 運 営 協 議 会 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る た め 、 規 則 を 制 定 し よ う と す る も の で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案１５－２ 

 

久 留 米 市 学 校 運 営 協 議 会 規 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律（ 昭

和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ４ ７ 条 の ５ に 規

定 す る 学 校 運 営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。） に つ い て 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 設 置 ）  

第 ２ 条  久 留 米 市 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。） は 、 別

に 定 め る 小 学 校 又 は 中 学 校 に 協 議 会 を 置 く 。  

２  教 育 委 員 会 は 、協 議 会 を 設 置 し よ う と す る と き は 、当 該 学 校 の 校

長 、当 該 学 校 に 在 籍 す る 児 童 又 は 生 徒 の 保 護 者 及 び 当 該 学 校 の 通 学

区 域 内 の 住 民 か ら 、協 議 会 を 置 く こ と に つ い て の 意 見 を 聴 く も の と

す る 。  

３  教 育 委 員 会 は 、協 議 会 を 設 置 し た と き は 、対 象 学 校（ 当 該 協 議 会

が 、そ の 運 営 及 び 当 該 運 営 へ の 必 要 な 支 援 に 関 し て 協 議 す る 学 校 を

い う 。 以 下 同 じ 。） に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 基 本 的 な 方 針 ）  

第 ３ 条  法 第 ４ ７ 条 の ５ 第 ４ 項 に 規 定 す る 協 議 会 の 承 認 を 受 け る 基

本 的 な 方 針 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る も の と す る 。  

 (1) 教 育 目 標 及 び 学 校 運 営 計 画 に 関 す る こ と 。  

 (2) 教 育 課 程 の 編 成 に 関 す る こ と 。  

 (3) 組 織 編 成 に 関 す る こ と 。  

 (4) 学 校 予 算 の 編 成 及 び 執 行 に 関 す る こ と 。  

 (5) 施 設 管 理 及 び 施 設 設 備 等 の 整 備 に 関 す る こ と 。  

 (6) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項

に 関 す る こ と 。  

２  前 項 に 定 め る 基 本 的 な 方 針 は 毎 年 度 定 め る も の と し 、対 象 学 校 の

校 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 承 認 さ れ た 基 本 的 な 方 針 に 従 っ て 学 校 運



議案１５－３ 

 

営 を 行 う も の と す る 。  

３  対 象 学 校 の 校 長 は 、第 １ 項 の 承 認 が 得 ら れ な い 場 合 は 、協 議 会 の

意 見 を 聴 取 し て 暫 定 的 な 措 置 を 定 め る こ と が で き る も の と す る 。こ

の 場 合 に お い て 、当 該 措 置 は 、同 項 の 承 認 が 得 ら れ る ま で の 間 、そ

の 効 力 を 有 す る も の と す る 。  

 （ 意 見 の 申 出 ）  

第 ４ 条  法 第 ４ ７ 条 の ５ 第 ７ 項 の 対 象 学 校 の 職 員 の 採 用 そ の 他 の 任

用 に 関 し て 規 則 で 定 め る 事 項 は 、特 定 の 個 人 に 関 す る 事 項 以 外 の も

の と す る 。  

２  協 議 会 は 、法 第 ４ ７ 条 の ５ 第 ６ 項 又 は 第 ７ 項 の 意 見 を 述 べ る と き

は 、あ ら か じ め 、対 象 学 校 の 校 長 の 意 見 を 聴 取 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 学 校 運 営 に 関 す る 評 価 ）  

第 ５ 条  協 議 会 は 、毎 年 度 １ 回 以 上 、対 象 学 校 の 運 営 に 関 す る 事 項 に

つ い て 評 価 を 行 う も の と す る 。  

（ 委 員 の 任 命 等 ）  

第 ６ 条  協 議 会 の 委 員 （ 以 下 「 委 員 」 と い う 。） は 、 対 象 学 校 の 校 長

及 び 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 、対 象 学 校 の 校 長 が 推 薦 し た も の を 教

育 委 員 会 が 任 命 し 、 又 は 委 嘱 す る 。  

(1) 対 象 学 校 の 通 学 区 域 内 の 住 民  

(2) 対 象 学 校 に 在 籍 す る 児 童 又 は 生 徒 の 保 護 者  

(3) 社 会 教 育 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ０ ７ 号 ） 第 ９ 条 の ７ 第 １ 項

に 規 定 す る 地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 員 そ の 他 の 対 象 学 校 の 運 営 に

資 す る 活 動 を 行 う 者  

(4) 対 象 学 校 の 教 職 員  

(5) 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 対 象 学 校 の 校 長 が 必 要 と 認 め る 者  

２  委 員 の 定 数 は 、７ 人 以 上 １ ５ 人 以 下 と し 、教 育 委 員 会 が 対 象 学 校

の 校 長 と 協 議 し て 定 め る 。  

３  委 員 は 、地 方 公 務 員 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ）第 ３ 条 第 ３

項 第 ２ 号 の 特 別 職 と す る 。  



議案１５－４ 

 

（ 守 秘 義 務 等 ）  

第 ７ 条  委 員 は 、職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。そ の 職

を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、委 員 は 、次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら

な い 。  

(1) 協 議 会 又 は 対 象 学 校 の 運 営 に 著 し い 支 障 を き た す 行 為 を し 、

又 は 発 言 を 行 う こ と 。  

(2) そ の 地 位 を 利 用 し て 営 利 行 為 、 政 治 活 動 、 宗 教 活 動 等 を 行 う

こ と 。  

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 た る に ふ さ わ し く な い 行 為

を 行 う こ と 。  

（ 任 期 ）  

第 ８ 条  委 員 の 任 期 は 、１ 年 と す る 。た だ し 、補 欠 の 委 員 の 任 期 は 前

任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  委 員 の 再 任 は ２ 回 ま で と す る 。た だ し 、協 議 会 の 運 営 等 に お い て

特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 ３ 回 以 上 の 再 任 を 妨 げ な い 。  

（ 委 員 の 解 任 ）  

第 ９ 条  教 育 委 員 会 は 、委 員 か ら 辞 任 の 申 出 が あ っ た 場 合 の ほ か 、委

員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、当 該 委 員 を 解 任 す る こ

と が で き る 。  

(1) 第 ７ 条 の 規 定 に 違 反 し た 場 合  

(2) 心 身 の 故 障 の た め に 職 務 を 遂 行 す る こ と が で き な い 場 合  

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 解 任 に 相 当 す る 事 由 が あ る と 教

育 委 員 会 が 認 め る 場 合  

２  教 育 委 員 会 は 、 委 員 を 解 任 し よ う と す る 場 合 （ 辞 任 の 場 合 を 除

く 。） に お い て 、 当 該 委 員 か ら 弁 明 の 機 会 を 与 え る こ と を 求 め ら れ

た と き は 、 こ れ を 認 め な け れ ば な ら な い 。  

３  教 育 委 員 会 は 、委 員 を 解 任 す る と き は 、そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面

を 当 該 委 員 に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  



議案１５－５ 

 

 （ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 １ ０ 条  協 議 会 に 、 会 長 及 び 副 会 長 を 置 く 。  

２  会 長 及 び 副 会 長 は 、委 員 の 互 選 に よ り 選 任 す る 。た だ し 、対 象 学

校 の 校 長 及 び 教 職 員 は 会 長 と な る こ と が で き な い 。  

３  会 長 は 、 協 議 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

４  副 会 長 は 、会 長 を 補 佐 し 、会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け

た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 １ １ 条  協 議 会 の 会 議 は 、会 長 が 招 集 し 、そ の 議 長 と な る 。た だ し 、

会 長 が 互 選 さ れ る 前 に 招 集 す る 会 議 は 、 教 育 委 員 会 が 招 集 す る 。  

２  協 議 会 は 、委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、会 議 を 開 く こ と が で

き な い 。  

３  協 議 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、

会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。た だ し 、法 第 ４ ７ 条 の ５ 第 ６ 項 又 は 第

７ 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 申 出 に 関 す る 議 事 は 、出 席 委 員 の ３ 分 の ２

以 上 で 決 す る も の と す る 。  

４  委 員 は 、 直 接 の 利 害 関 係 の あ る 議 事 に 参 与 す る こ と が で き な い 。 

（ 協 議 会 の 庶 務 ）  

第 １ ２ 条  協 議 会 の 庶 務 は 、 対 象 学 校 に お い て 処 理 す る 。  

（ 指 導 及 び 助 言 ）  

第 １ ３ 条  教 育 委 員 会 は 、協 議 会 の 運 営 状 況 に つ い て 的 確 な 把 握 を 行

い 、 必 要 に 応 じ て 協 議 会 に 対 し 指 導 及 び 助 言 を 行 う も の と す る 。  

２  教 育 委 員 会 及 び 対 象 学 校 の 校 長 は 、協 議 会 が 適 切 な 活 動 を 行 う こ

と が で き る よ う 必 要 な 情 報 提 供 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ４ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  



議案１５－６ 

 

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ４ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 久 留 米 市 立 小 中 学 校 等 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  久 留 米 市 立 小 中 学 校 等 管 理 規 則（ 昭 和 ３ ２ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会

規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ ４ 条 の ４ 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 中「 指 定 校 」を「 設 置 校 」に 改 め

る 。  

  第 １ ４ 条 の ５ 第 ３ 項 中「 踏 ま え た 」を「 踏 ま え 、」に 、「 又 は 地 域

学 校 協 議 会 委 員（ 当 該 学 校 の 職 員 を 除 く 。）」を「 、地 域 学 校 協 議 会

委 員 （ 当 該 学 校 の 職 員 を 除 く 。） 又 は 学 校 運 営 協 議 会 委 員 （ 当 該 学

校 の 職 員 を 除 く 。）」 に 改 め る 。  
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地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律第４７条の５（抜粋） 
 
第四節 学校運営協議会 
第４７条の５ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する
学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な⽀援に関して協議する機関として、
学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、⼆以上の学校の運営に関し
相互に密接な連携を図る必要がある場合として⽂部科学省令で定める場合には、⼆以上の
学校について⼀の学校運営協議会を置くことができる。  
 
２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。 
⼀ 対象学校（当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な⽀援に関して協
議する学校をいう。以下この条において同じ。）の所在する地域の住⺠ 
⼆ 対象学校に在籍する⽣徒、児童⼜は幼児の保護者 
三 社会教育法（昭和⼆⼗四年法律第⼆百七号）第九条の七第⼀項に規定する地域学校協
働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を⾏う者 
四 その他当該教育委員会が必要と認める者 
 
３ 対象学校の校⻑は、前項の委員の任命に関する意⾒を教育委員会に申し出ることがで
きる。 
 
４ 対象学校の校⻑は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会
規則で定める事項について基本的な⽅針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認
を得なければならない。 
 
５ 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な⽅針に基づく対象学校の運営及び当該運
営への必要な⽀援に関し、対象学校の所在する地域の住⺠、対象学校に在籍する⽣徒、児
童⼜は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との
連携及び協⼒の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な⽀援に関する
協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。 
 
６ 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）につ
いて、教育委員会⼜は校⻑に対して、意⾒を述べることができる。 
 
７ 学校運営協議会は、対象学校の職員の採⽤その他の任⽤に関して教育委員会規則で定
める事項について、当該職員の任命権者に対して意⾒を述べることができる。この場合に
おいて、当該職員が県費負担教職員（第五⼗五条第⼀項⼜は第六⼗⼀条第⼀項の規定によ
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り市町村委員会がその任⽤に関する事務を⾏う職員を除く。）であるときは、市町村委員会
を経由するものとする。 
 
８ 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任⽤に当たつては、前項の規定により述べ
られた意⾒を尊重するものとする。 
 
９ 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を⽋くことにより、対象学校の運営に現
に⽀障が⽣じ、⼜は⽣ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議
会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。 
 
１０ 学校運営協議会の委員の任免の⼿続及び任期、学校運営協議会の議事の⼿続その他
学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。 



議案１５−資料３ 

久留米市教育振興プラン【抜粋】 

 



 

議案１５−資料４ 
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議案１５−資料７ 

 



議案１６－１ 

第 １ ６ 号 議 案  

 

久 留 米 市 立 学 校 の 主 任 等 の 任 命 の 臨 時 代 理 に つ い て  

 

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

令 和  ４ 年  ４ 月 ２ ０ 日  

教 育 長  井  上  謙  介  

 

提 案 理 由  

 久 留 米 市 立 小 中 学 校 等 管 理 規 則（ 昭 和 ３ ２ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会 規

則 第 ６ 号 ）第 １ ５ 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 並 び に 久 留 米 市 立 高 等 学 校 管 理

規 則（ 昭 和 ３ ２ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ５ 号 ）第 １ ０ 条 第 ９ 項 及

び 第 １ ０ 項 の 規 定 に よ り 、令 和 ４ 年 度 久 留 米 市 立 学 校 の 主 任 等 を 任 命

し よ う と す る も の で あ る が 、特 に 緊 急 を 要 し 教 育 委 員 会 を 開 催 す る 時

間 的 余 裕 が な い た め 、久 留 米 市 教 育 委 員 会 教 育 長 に 対 す る 事 務 委 任 規

則（ 昭 和 ３ ９ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会 規 則 第 １ ２ 号 ）第 ３ 条 の 規 定 に 基

づ き 、教 育 長 に よ り 臨 時 に 代 理 し た の で 報 告 し 、承 認 を 求 め る も の で

あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案１６－２ 

久 留 米 市 立 学 校 の 主 任 等 の 任 命 の 臨 時 代 理 に つ い て  

 

久 留 米 市 立 学 校 の 主 任 等 の 任 命 に つ い て 、別 紙 の と お り 教 育 長 に よ

り 臨 時 に 代 理 し た の で 報 告 し 、 承 認 を 求 め る 。  



議案１６－３ 

久 留 米 市 立 学 校 の 主 任 等 の 任 命 に つ い て  

 

久 留 米 市 立 小 中 学 校 等 管 理 規 則（ 昭 和 ３ ２ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会 規

則 第 ６ 号 ）第 １ ５ 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 並 び に 久 留 米 市 立 高 等 学 校 管 理

規 則（ 昭 和 ３ ２ 年 久 留 米 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ５ 号 ）第 １ ０ 条 第 ９ 項 及

び 第 １ ０ 項 の 規 定 に よ り 、別 紙 の 者 を 久 留 米 市 立 学 校 の 主 任 等 に 任 命

す る 。  

 

 

 



議案１６－資料１ 

○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則（抜粋） 

 

(委任) 

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任

免、転補等を行うこと。 

(5) 県費負担教職員の定期異動並びに市立小中特別支援学校の校長及び教頭の任免、転

補等の人事の内申並びに市立小中特別支援学校の主任等の任免を行うこと。 

 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 

 

 

 

 



議案１６－資料２ 

○久留米市立小中学校等管理規則（抜粋） 

 

(教務主任等) 

第15条 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄

に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

(1) 小学校 

左欄 右欄 

教務主任 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事

項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

学年主任 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項につい

て連絡調整及び指導、助言に当たる。 

保健主事 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 

司書教諭 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 

 

(2) 中学校 

左欄 右欄 

教務主任 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事

項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

学年主任 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項につい

て連絡調整及び指導、助言に当たる。 

保健主事 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 

生徒指導主事 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当

該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。 

進路指導主事 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指

導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及

び指導、助言に当たる。 

司書教諭 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 

 

(3) 特別支援学校 

左欄 右欄 

教務主任 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事

項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 

小学部主事 校長の監督を受け、当該部に関する校務をつかさどる。 

中学部主事 

高等部主事 
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保健主事 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 

生徒指導主事 校長の監督を受け、中学部における生徒指導に関する事項を

つかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当

たる。 

進路指導主事 校長の監督を受け、中学部における生徒の職業選択の指導そ

の他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項につ

いて連絡調整及び指導、助言に当たる。 

司書教諭 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 

 

2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を

置くことができる。 

3 第1項の規定にかかわらず、同項の主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くと

きは、その主任等を置かないことができる。 

4 第1項に規定する主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から校長の意見を聞いて、

教育委員会が命ずる。 

5 前項の規定にかかわらず、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、

司書教諭は当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭の中から、校長の意見を聞いて、教

育委員会が命ずる。 

 



議案１６－資料４ 

○久留米市立高等学校管理規則（抜粋） 

 

(校務分掌) 

第10条 学校には教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭、生徒指導主事及び進路指導

主事を置く。 

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について

連絡調整及び指導、助言に当たる。 

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及

び指導、助言に当たる。 

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。 

5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項に

ついて連絡調整及び指導、助言に当たる。 

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関す

る事項をつかさどり当該事項について連絡、調整及び指導、助言に当たる。 

8 第1項の規定にかかわらず、同項の主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くと

きはその主任等を置かないことができる。 

9 第1項の主任等は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ず

る。 

10 前項の規定にかかわらず、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長の

意見を聞いて、教育委員会が命ずる。 

(昭55教規則9・全改、平4教規則1・平7教規則4・平12教規則11・平20教規則10・

一部改正) 

 

第10条の2 二以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。 

2 前項の規定にかかわらず、学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその

他特別の事情があるときは学科主任を置かないことができる。 

3 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及

び指導、助言に当たる。 

4 学科主任の発令については、前条第9項の規定を準用する。 

(平4教規則1・追加、平20教規則10・一部改正) 

 

第11条 学校にはこの規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置く

ことができる。 

2 前項の主任等は、校長が命ずる。 

 



R4.3.10からR4.4.9受付分まで
※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1
令和4年5月3日（火）・4日（水）
9：00～17：00

グランディールカップ　U－12・U
－11

ＦＣグランディール三潴
筑後広域公園フィット
ネスエリア球技場（人
工芝）

後援
体育スポー

ツ課

2
令和4年4月17日（日）
8：00～17：00

MIRACLE CUP with S 60th
anniversary

南薫ミラクルスターズ 久留米アリーナ 後援★
体育スポー

ツ課

3
令和4年4月23日（土）～24日(日）
10:00～17:00

2022年度　吹奏楽コンクール課
題曲講習会

ブリヂストン吹奏楽団久留米
久留米シティプラザ
大ホール、各スタジ
オ

後援
生涯学習推

進課

4
令和4年6月12日（日）
10:00～11:30

講演会「脳から考えることばの
育て方」

ヒッポファミリークラブ西日本 ZOOMオンライン上 後援
生涯学習推

進課

5
令和4年5月31日（火）～
令和4年6月5日　10:00～19:00

大石紫光とそのグループ
　　第40回水墨画心象会展

心象会
久留米市一番街多目
的ギャラリー

後援
生涯学習推

進課

6
令和4年7月10日（日）
10:00～20:30

第46回　ピティナ・ピアノコンペ
ティション　柳川地区予選

社団法人全日本ピアノ指導者協会
柳川市民文化会館
イベントホール

後援
生涯学習推

進課

7
令和4年6月4日（土）
開場14：00　開演16：00

コンセール・エクラタン福岡　第
31回主催公演　古楽シリーズ
Vol.17
 ガット弦で紡ぐ魅惑の室内楽
第4弾

コンセール・エクラタン福岡
日本福音ルテール久
留米教会

後援
生涯学習推

進課

8
令和4年10月23日（日）
8：00から17：00

筑後川マラソン2022 NPO法人　藹々
久留米百年公園・筑
後川河川敷

後援
体育スポー

ツ課

9 令和4年8月11日（木）～14日（日）
第25回たなばたライオンズ杯少
年野球大会

南ライオンズ

三潴農村広場グラウ
ンド、城島ふれあい
広場、合川小学校、
南小学校

後援
体育スポー

ツ課

教育委員会後援事業等に関する報告
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